
(解体の目安)

燃える部分と燃えない部分に分別

してください。

〈例〉

◇スプリングマットレス→スプリ

ングとスポンジ・布

◇マッサージチェア→機械部分

(金属）と木材・布・プラスチッ
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変更日：令和３年８月１日

１００円/１０㎏

※令和３年８月１日から解体手数料が新設されます
下記の品目が未解体であった場合に搬入手数料と別に解体手数料がかかります。

【対象品目】スプリングマットレス・マッサージチェア・オルガン・電子オルガン・

ソファーベッド・電動ベッド

【解体手数料】1,500円/品(税抜き）

「ごみ分別マニュアル」訂正をお願いします。



南部版(大東-大須賀区域)：http://kakegawa-n.5374.jp

訂正お願いします
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